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第１章 総則

（趣旨）

第１条 この訓令は、千葉県警察における苦情の取扱いに関し、警察法（昭和２９年法律

第１６２号）第７９条、苦情の申出の手続に関する規則（平成１３年国家公安委員会規

則第１１号）及び千葉県公安委員会に対する苦情の取扱いに関する規程（平成１３年千

葉県公安委員会規程第２号。以下「規程」という。）に定めるもののほか、必要な事項

を定めるものとする。

（用語の定義）

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところに

よる。

（１） 職務執行に対する苦情 千葉県警察職員（以下「職員」という。）が職務執行に

おいて違法、不当な行為をしたり、なすべきことをしなかったことにより何らかの

不利益を受けたとして、個別具体的にその是正を求める不服及び職員の不適切な執

務の態様に対する不平不満をいう。

（２） 一般的苦情 職務執行に対する苦情以外の苦情で警察業務に関して申し出られた

ものをいう。

第２章 公安委員会あての苦情

（受理）

第３条 規程第３条第１項及び第３項の規定により、苦情を受理した職員は、苦情受理報

告書（別記様式第１号）を作成するものとする。

（調査等）

第４条 職務執行に対する苦情の処理は、本部長の指揮を受け、警務部監察官（以下「監

察官」という。）又は所属長が事実関係の調査及びそれを踏まえた措置（以下「調査等」

という。）を行うものとする。

（調査等の結果報告）



第５条 監察官又は所属長は、前条の調査等の結果を苦情処理結果報告書（別記様式第２

号）により、総務部広報県民課長（以下「広報県民課長」という。）を経由して本部長

に報告するものとする。

（一般的苦情の取扱い）

第６条 一般的苦情は、所属長が調査等及び処理結果の通知を行い、その結果を広報県民

課長を経由して本部長に報告するとともに総務部総務課公安委員会補佐室長に写しを送

付するものとする。

第３章 警察あての苦情

（受理）

第７条 警察あてに申し出られた苦情は、申出を受けた職員が受理するものとする。

２ 苦情を受理した職員は、苦情受理票（別記様式第３号）を作成し、速やかに所属長に

報告するものとする。

３ 所属長は、報告を受けた苦情について、苦情受理簿（別記様式第４号）に記載し、そ

の経過を明らかにしておくものとする。

（受理報告）

第８条 所属長は報告を受けた苦情について速やかに広報県民課長を経由して本部長に報

告するものとする。ただし、報告を受けた苦情のうち、一般的苦情については、調査等

及び通知の結果に併せて受理の報告を広報県民課長を経由して本部長に行うことができ

る。

（処理）

第９条 職務執行に対する苦情は、監察官又は所属長が調査等を行い、その結果を苦情処

理票（別記様式第５号）により、広報県民課長を経由して本部長に報告するものとする。

２ 一般的苦情は、監察官又は所属長が調査等及び処理結果の通知を行い、その結果を苦

情処理票により広報県民課長を経由して本部長に報告するものとする。

（処理結果の通知）

第１０条 職務執行に対する苦情の処理結果の通知は、調査等に基づき、監察官又は所属

長若しくは所属長が指定する職員（以下「所属長等」という。）が次の各号に掲げると

ころにより行うものとする。ただし、規程第６条第１項第２号ア、イ又はウに該当する

と認められるときは、この限りでない。

（１）文書による苦情は、文書により通知する。

（２）文書によらない苦情は、適宜の方法により通知する。

２ 通知文書に記載する内容は、申し出られた苦情に係る事実関係の有無その他必要な事

項を記載するものとする。

３ 一般的苦情の処理結果の通知は、所属長等が必要に応じて行うものとする。

（迅速な処理を必要とする場合の措置）

第１１条 所属長は、文書によらない職務執行に対する苦情で迅速な処理を必要とするも

のが受理された場合は、受理後速やかに必要な措置を講じ、その結果を申出者に通知し

た後、広報県民課長を経由して本部長に報告するものとする。

（公安委員会への報告）

第１２条 広報県民課長は、警察あてに申し出られた苦情の受理及び処理状況を集約・整

理し、公安委員会補佐室に写しを送付し、公安委員会に報告するものとする。



第４章 補則

（投書との関係）

第１３条 投書の内容が苦情に該当する場合は、千葉県警察の文書に関する訓令（平成２

０年本部訓令第２２号）第３７条第１項第３号の規定にかかわらず、この訓令の規定に

より取り扱うものとする。

※ 様式省略


